
高田馬場駅周辺エリアまちづくりの検討
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１ 基盤整備等検討の進め方
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１ 基盤整備等検討の進め方

 まちづくり方針の策定を機に、地元のまちづくりの機運の高まりに応じて、駅東側ゾーン、駅西側ゾーンまたは駅北側ゾーンのまちづくりを段
階的に進めていくことで、駅まち空間の形成とともに、高田馬場駅周辺エリアにおける将来像の実現を図ります。

 まちづくり推進検討委員会とまちづくり推進協議会が連携し、第1段階として駅東側ゾーンについて都市基盤のありかたを検討していきます。

推進検討委員会資料（第２回）再掲
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凡例

№ 内容

① 東口交通広場の整備

② 東口歩行者広場の整備

③ 駅前通りの機能強化（直進化）

④ 縦動線（東口歩行者広場）の整備

⑤ 東西通路の整備

⑥ 新改札口の整備

⑦ 多層レベルの歩行者
ネットワーク・縦動線の整備

⑧ 西口駅前広場の整備

⑨ 既存駅舎の改良の検討

⑩ 歩行者滞留空間の整備、
歩行空間の拡充（バス乗降場）

⑪
大規模開発等と連動した道路環
境の改善、駐車場・駐輪場・荷
さばき施設の整備

⑫ 路上荷さばきスペース等の整備
の検討

⑬ タクシー待機スペースの確保や
分散配置の検討

※今後、技術的な検討を行い、関係者
機関との協議・調整等を踏まえながら
まちづくりを進めていきます。 4

：今年度検討した基盤整備等の項目

１ 基盤整備等検討の進め方 （基盤整備等の項目） 資料2



２ 東西通路に係る検討
（１）東西通路整備の方向性について

（２）東西通路の断面イメージについて

（３）東西通路の位置について

（４）東西通路位置【南側案・北側案】の検討における評価軸（案）
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２ 東西通路整備に係る検討
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（１）東西通路整備の方向性について

 高田馬場では、独自の地域特性を踏まえ
高田馬場の新たな玄関口にふさわしい空間づくりと、ユニバーサルデザインに配慮した歩行者ネットワークの形成を実現するために、十分な
通行空間と滞留空間の確保が望ましい。

推進検討委員会資料（第２回）再掲
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■見直し相当容積率の想定
【従前】 【従後】東西通路の断面イメージとして、歩行者交通量を踏まえた必要有効幅員のほか、バリアフリー通路、転落防止柵等を設置

【参考】白杖者（杖使用者）の歩行幅員の考え方【参考】車椅子利用者の通行幅員の考え方

出典:「東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル」
（平成31年（2019年）３月、東京都）

出典:「東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル」
（平成31年（2019年）３月、東京都）

２ 東西通路整備に係る検討
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東西通路の断面イメージ

（２）東西通路の断面イメージ

【参考】二子玉川東地区（二子玉ライズ）歩行者ブリッジ１号

・通路＋転落防止柵＋植栽帯等

推進検討委員会資料（第２回）再掲
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東西通路北側案東西通路南側案

早稲田通り
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f 高田馬場駅及び周辺の混雑が緩和されるよう、新たな歩行者ネットワークとして東西通路を「南側案」と「北側案」の検討を始めました。

（３）東西通路の位置について
２ 東西通路に係る検討

北側エリア

西口エリア

東口エリア

※東西通路の配置については、あくまで想定となります
技術的な検証が未実施であるため、実現可否を含めて、今後詳細な検証を行います。

N

早稲田通り

北側エリア

西口エリア

東口エリア

N

※東西通路の配置については、あくまで想定となります
技術的な検証が未実施であるため、実現可否を含めて、今後詳細な検証を行います。
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（４）東西通路位置【南側案・北側案】の検討における評価軸（案）

２ 東西通路、交通広場等に係る検討
資料2

東西通路の２案（南側案・北側案）を評価するための「評価項目」をまちづくり方針を基に設定し、
その基本的な考えを下記のとおり整理した。
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◆交通結節拠点の形成（機能強化）

【まちづくり方針（６）駅前広場】
≪基本的な考え≫
駅東側ゾーンに集中している駅前広場は、駅西側ゾー
ンに拡充及び機能分担する。快適な歩行環境を確保し、
交通利便性の向上を図る。

◆駅周辺の回遊性向上

【まちづくり方針（７）歩行者ネットワーク】
≪基本的な考え≫

駅と周辺まちづくりが連携し、高低差のある地形を
誰もが自由に、安全に、快適に移動できる歩行者ネッ
トワークを構築します。



（４）東西通路位置【南側案・北側案】の検討における評価軸（案）

２ 東西通路、交通広場等に係る検討
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東西通路の２案（南側案・北側案）を評価するための「評価項目」をまちづくり方針を基に設定し、
その基本的な考えを下記のとおり整理した。
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◆改札口の負担軽減

◆階段部等の混雑緩和

【まちづくり方針（７）歩行者ネットワーク】
≪基本的な考え≫
JR 山手線及び西武新宿線の地上駅から、東京メトロ東
西線の地下駅への乗換動線の混雑緩和とバリアフリー
ルートの改善を図る。

【まちづくり方針（７）歩行者ネットワーク】
≪基本的な考え≫
駅とまちをつなぐバリアフリールートの拡充及び駅周
辺の回遊性の向上とともに、早稲田口・戸山口等の負
担軽減を図る。

◆ 駅東側ゾーン歩行者広場
(ｻﾝｸﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ)における縦動線の整備
【まちづくり方針（７）歩行者ネットワーク】
≪基本的な考え≫
地上駅から、地下駅への乗換動線の混雑緩和とバリア
フリールートの改善を図る。

◆多層レベル(地下・地上・デッキ）の歩行者ネット
ワークの整備

【まちづくり方針（７）歩行者ネットワーク】
≪基本的な考え≫
高低差のある地形を活かし、駅、駅前広場、大規模開発
等の建物、駅周辺の各施設などを多層レベルの歩行者
ネットワークでつなぎ、駅周辺の回遊性の向上とともに、
駅周辺の歩行者の滞留解消や混雑緩和を図る。



設定した「評価項目」に対して評価指標を定め、下記評価軸（案）として整理した。
東西通路の位置決定は、下記評価軸（案）を総合的に判断して決定していく。

２ 東西通路、交通広場等に係る検討
資料2

（４）東西通路位置【南側案・北側案】の検討における評価軸（案）

11※検討の深度化に伴い、評価項目・評価指標の更新を行います

評価軸（案）

評価指標評価項目
（求められる機能）

まちづくり方針
(まちづくりの基本方針)

利便性:移動距離・移動時間交通結節拠点の形成（機能強化）

⑹駅前広場

〔駅前広場の拡充・機能
分担、交通結節拠点の
形成〕

利便性 :移動距離・移動時間
アクセス性 :バリアフリールート

の箇所数
滞留空間確保:利用者1人当の面積
実現性 :物理的制約の確認

駅周辺の回遊性向上
⑺ 歩行者
ネットワーク

〔ユニバーサルデザイン
に配慮した歩行者ネット
ワークの形成〕 負担軽減:利用者数の減少改札口の負担軽減

混雑緩和:サービス水準の改善階段部等の混雑緩和



設定した「評価項目」に対して評価指標を定め、下記評価軸（案）として整理した。
東西通路の位置決定は、下記評価軸（案）を総合的に判断して決定していく。

２ 東西通路、交通広場等に係る検討
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（４）東西通路位置【南側案・北側案】の検討における評価軸（案）

12※検討の深度化に伴い、評価項目・評価指標の更新を行います

評価軸（案）

評価指標評価項目
（求められる機能）

まちづくり方針
(まちづくりの基本方針)

利便性 :移動距離・移動時間
アクセス性:バリアフリールート

の箇所数

駅東側ゾーン歩行者広場
(ｻﾝｸﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ)における

縦動線の整備⑺ 歩行者
ネットワーク

〔ユニバーサルデザイン
に配慮した歩行者ネット
ワークの形成〕

利便性 :移動距離・移動時間
滞留解消:利用者1人当の面積
混雑緩和:サービス水準の改善

多層レベル(地下・地上・
デッキ）の歩行者ネット
ワークの整備

影響 :工事中の鉄道利用者
の安全性

可能性 :施工性
流動確保:乗客の流動性
経済性 :施工条件

通路整備計画案の妥当性


